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よくある質問について

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課



取得率

約７０％

介護職員の賃金改善を図る３つの加算では、
最も取得率が低いです。

次ページ以降で、特定加算を算定するための
要件をQA形式で見ていきます。

県内事業所の

の事業所が特定加算を取得しています。



介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員以外の職
員へ分配してもよいのですか？

よくある質問 その１

介護職員以外の職員へ分配可能です。ただ、介護職員（特に、経
験・技能を有する介護職員）の賃金改善を促進する加算であるので、
分配に関してルールが設定されています。

回答



介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算の分配ルールがわからない。

よくある質問 その２

事業所で勤務する職員を①経験・技能のある介護職員②他の介護職
員③その他の職種にグループ分けし、分配額が次ページ以降の割合
を満たすようにしてください。

回答



経験・技能のある介護職員

ルール：１人以上は、①②のどちらかを満たす。
①月額８万円以上の賃金改善を行うこと。
②賃金が年額４４０万円以上となること。

※上のルールを満たすことができない場合でも、合理的
な説明を行うことで例外が認められる場合があります。
（介護保険最新情報vol.1133）の８ページ目冒頭付近を
ご確認ください。



分配ルール１

ルール１

①経験・技能のある介護職員と②他の介護職員
の平均賃金改善額を比較したとき、 ①経験・技
能のある介護職員の賃金改善額が大きいこと。



分配ルール２

ルール２

②他の介護職員と③その他の職種の平均賃金改
善額を比較したとき、 ②他の介護職員の賃金改
善額が③その他の職種の賃金改善額の２倍以上
の額となること。

例外

③その他の職種の平均賃金額が②他の
介護職員の平均賃金額より小さい場合、
ルール２を満たさなくてもよい。



分配ルール３

ルール３

③その他の職種の賃金改善後の賃金額（年額）
が４４０万円を超えないこと。

注意

賃金改善前の賃金額がすでに４４０万円
を超える場合、賃金改善の対象とできません。



介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算にも職場環境等要件がありますか？

よくある質問 その３

介護職員等特定処遇改善加算にも職場環境等要件があります。ただ、
介護職員処遇改善加算と異なる取組みを実施する必要はありません。

回答



職場環境等要件

ルール： 職場環境等要件の６区分ごとに、１以上の

取組みを実施すること。

補足： ６区分ごとに、取組みを実施する際、介護職員
処遇改善加算と取組みが重複しない（被らな
い）ことまで要求するものではありません。



（参考）職場環境等要件

黄色マーク部分について、鳥取県で
は補助制度を設けております。詳し
くは、下記URLから介護ロボット・
ICT導入支援事業をご覧ください。

https://www.pref.tottori.lg.jp/129008.htm



介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算を取得するには、介護職員処遇改善
加算を取得していないとダメですか？

よくある質問 その４

介護職員処遇改善加算のうちⅠ～Ⅲのいずれかの区分を取得する必
要があります。

回答



（参考）相談窓口

処遇改善加算の取得要件などについて、相談窓口を設けています。

社会保険労務士による個別相談も可能ですので、ご活用ください。

（電話窓口）
公益財団法人介護労働安定センター 鳥取支部
０８５７－２１－６５７１


